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市からの大切なお知らせ

市からのお知らせ

　国勢調査は統計法に基づき、５年に一度、日本国内
に住んでいる全ての人と世帯を対象に実施されてお
り、この調査には回答の義務があります。国勢調査員
が各世帯に調査書類を配布していますので、回答期間
中に必ず回答してください。回答が確認できなかった
世帯には、改めて国勢調査員が訪問します。
　また、調査書類が届かなかった場合は、お問い合わ
せください。

※できる限りインターネット回答でお願いします。

【インターネット回答のメリット】
◎時間や場所を選ばず、パソコンやスマートフォンな
　どで簡単に回答できます。配布されているインター
　ネット回答依頼書の二次元コードを読み込むと、ロ
　グイン ID やパスワードも自動入力されます。
◎全項目を回答した時点で調査終了となります。調査
　員が調査票回収のため再訪問することもありません。

国勢調査国勢調査のの回答回答ははお済みですか？お済みですか？

■■問 調査に関すること…国勢調査弘前市
コールセンター（☎ 0570-04-3980）
／その他のこと…国勢調査弘前市実施
本部（広聴広報課内、☎ 55-6466）

【インターネット回答ブース】
　パソコンやスマートフォンを持っていない人や、入
力方法を聞きながら回答したい人はご利用ください。

回答方法 回答期間
インターネット回答 ９月 20 日㈯～ 10 月８日㈬

調査書（紙）を
郵送または調査員へ提出 10 月 1 日㈬～８日㈬

　下表のとおり文化施設の利用予約を受け付けます。

施設名
仮申し込み

一般申し込み方法
（先着順）

問い合わせ・
申込先申込期間 利用希望が重複した際の

抽選日時（場所は各施設）

市民会館
（下白銀町）

11 月 １ 日 ㈯ ～ 20 日
㈭の午前９時～午後５
時（大ホールのみ）

12 月８日㈪の
午前 10 時から

12 月９日㈫の午前９時から窓口で
※ 12 月 10 日㈬からは電話も可

市民会館（☎ 32-3
374、第３㈪〈㈷の
場合は翌日〉は休み）

市民文化交流館
（駅前町）

11 月 ３ 日 ㈪ ㈷～ 18
日㈫の午前８時 30 分
～午後９時（ホールのみ）

12 月７日㈰の
午前 10 時から

令和８年１月５日㈪の午前８時
30 分から窓口または電話で
※多世代交流室は４月分のみ

市民文化交流館
（ヒロロ３階、
☎ 35-0154）

弘前文化センター
（下白銀町）

11 月 ４ 日 ㈫ ～ 16 日
㈰の午前９時～午後５
時（大ホール、小ホール、
美術展示室のみ）

12 月９日㈫の
午前 10 時から

12 月９日㈫の午後１時から窓口で
※ 12 月 10 日㈬の午前９時から
は電話も可

弘前文化センター
（☎ 33-6571、
第３㈫は休み）

百石町展示館 11 月５日㈬～ 19 日㈬
の午前９時～午後５時

12 月２日㈫の午前 10 時
から上半期分／

12 月３日㈬の午前 10 時
から下半期分

12 月 12 日㈮の午前 10 時から
窓口で
※ 12 月 17 日㈬からは電話も可

百石町展示館
（☎ 31-7600）

岩木文化センター
（賀田１丁目）

11 月 10 日㈪～ 21 日
㈮の午前９時～午後４
時（ホールのみ）

12 月９日㈫の
午後１時から

※場所は中央公民館
岩木館（賀田１丁目）

12 月 11 日㈭の午前９時から
中央公民館岩木館受付窓口で
※ 12 月 12 日㈮からは電話も可

岩木文化センター
（☎ 82-3214、

㈯・㈰と㈷は休み）

～共通事項～
　一つの催しを１件とし、各窓口で申し込んでください。申し込みの際は、催しの名称・内容などを明確にしてお
いてください。なお、公共団体などの行事が予定されている日は使用できません。

令和８年度令和８年度

各文化施設各文化施設のの優先予約優先予約のの受け付け受け付け

　また、令和７年 10 月１日～ 12 月 31 日の間に、
今年初めて国民年金保険料を納付した人は、令和８年
２月上旬に送付される予定です。
※ねんきんネットで事前に電子送付希望の登録をして
いる人には電子データで控除証明書が送られます。
■■問 ねんきん加入者ダイヤル（☎ 0570-003-004

〈050 からはじまる電話からは☎ 03-6630-2525〉）
／弘前年金事務所（☎ 27-1339）／国保年金課国
民年金係（☎ 40-7048）

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されますが送付されます

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告に
おいて、その年の１月１日から 12 月 31 日までに納
付した全額が社会保険料控除の対象となります。
　令和７年１月１日～９月 30 日の間に国民年金保
険料を納付した人へ、「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が 10 月下旬～ 11 月上旬にかけて日本
年金機構から送付されますので、年末調整・確定申
告まで大切に保管してください。

今月の納税

納期限

10/31㈮
納税には便利な
口座振替をぜひ
ご利用ください。

平日の日中に納税相談ができない人のために、
夜間・休日に納税相談日を設けています。夜間・休日納税相談

夜 間 納 税 相 談 10月20日㈪～24日㈮の午後５時～７時30分
休 日 納 税 相 談 10月26日㈰の午前９時～午後４時
納期限までに納付できない事情がある人は、未納のままにせず、ご連絡ください。
夜間・休日納税相談では、電話相談や、市税・国民健康保険料などの納付もできます。

■■問収納課（市役所２階、☎40-7032、☎40-7033）

※特別な理由がなく納付や連絡がない場合は、滞納処分を執行することがあります。

固定資産税
国民健康保険料
介護保険料
後期高齢者医療保険料

第３期
第４期
第４期
第４期

会場会場 日程（予約不要）日程（予約不要）

市役所（上白銀町）
１階 市民ギャラリー

９月 22 日～
10 月８日の

平日
午前９時～
午後４時

※相馬庁舎のみ
正午～午後０時
45 分を除く

岩木庁舎（賀田 1 丁目）
２階 多目的ホール

相馬庁舎（五所字野沢）
総務課窓口

ヒロロ（駅前町）
３階 ヒロロスクエア

総合行政窓口

９月 20 日～
10 月 ５ 日 の
㈯・㈰と㈷

■■問第２弾！弘前お米とくらし応援券配布事業コールセ
ンター（☎ 0120-516-771、令和８年１
月 30 日㈮までの平日、午前９時～午後６
時、12 月 29 日～翌年１月３日は休み）

「第２弾！弘前お米とくらし応援券」「第２弾！弘前お米とくらし応援券」

不在不在でで受け取れなかった皆さん受け取れなかった皆さんへへ

　利用期限が 12 月 31 日㈬の「第２弾！弘前お米と
くらし応援券」は、３月 16 日までに対象者へ発送が
完了していますが、不在で受け取れなかった場合は、
世帯主または世帯員が農政課窓口で受領できます。
受 領 可 能 期 間 令和７年 12 月 26 日㈮までの平日、
午前８時 30 分～午後５時
※ 12 月 26 日は正午で受け付けを締め切ります／や
むを得ない理由で、配送により受領を希望する場合は、
12 月 19 日㈮の午後５時までの申請が必要です。
受 領 窓 口 農政課農産係（市役所３階）
受 領 時 に 必 要 な も の 第２弾！弘前お米とくらし応援
券配布事業特別配布申請書（窓口に設置）、来庁する
人の本人確認書類（免許証、マイナンバーカードなど
公的機関が発行したもので、顔写真があるものは１種
類、ないものは２種類必要）

◎世帯主または世帯員以外が受領する場合は、委任状
　も必要です。
◎令和７年１月１日（基準日）以降に死亡した人の応
　援券を別世帯の人が受領する場合は、相続申立書と
　戸籍謄本の原本または写し（死亡日以降に取得し、
　相続人全員の続柄等の関係性を証するもの）が必要
　です。
※受領方法に関する相談や上記に関する様式の入手方
法は、市ホームページでご確認ください。応援券がま
だ届いていない場合は、コールセンターにお問い合わ
せください。

※来場の際は、調査書類と同封の「インターネット回
答依頼書」を必ずご持参ください。

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/tokei/kokusei.html
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/sangyo/hirosaki-okome_kurashi_2.html



